
 

 

News letter vol.218 
2014 年 10 月 22 日 ： ニッケ 衣料繊維事業本部 

広域認定制度の認定取得と「エコシップ(ecoship)」の設立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衣料繊維事業本部は、ニッケ・ナカヒロ・アカツキ・佐藤産業の 4 社グループで、広域認定制度の認定を取得し

ました。広域認定制度は、環境省所管の法律「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称：廃掃法・廃棄物処

理法)」第 15 条 4 の 3 に基づく産業廃棄物の広域的処理に係る特例制度です。通常、産業廃棄物を収集し・運

搬し・処分するためには、地方公共団体ごとの廃棄物処理業の許可が必要です。広域認定制度の認定を受け

ると、認定を受けた範囲内で、廃棄物処理業の許可が不要となります。 

認定を受けた範囲は次の通りです。 

 

【認定取得日・認定番号】 

認定取得日 2014 年 7 月 7 日、認定番号 第 239 号 

【広域的処理認定業者】 

ニッケ、株式会社ナカヒロ、アカツキ商事株式会社、佐藤産業株式会社 

【産業廃棄物の種類】 

ニッケ他 3 社が自ら又は他人に委託して製造したユニフォームが産業廃棄物となったもの 

【処理を行う区域】 

全国 

【産業廃棄物の収集・運搬を行う者】 

株式会社ニッケ物流 

【産業廃棄物の処分を行う者】 

有限会社エス・イー・ピー（静岡県菊川市） 

 

衣料繊維事業本部は、広域認定制度を正しく運用するため、2014 年 9 月 3 日に「エコシップ(ecoship)」を設立し、

規約や運用マニュアル等を制定しました。今後は、法令を遵守しつつ、活動する所存です。 

 

次ページの「エコシップ(ecoship)」紹介リーフレット中段に、フロー図を掲載しております。エコシップ会員企業(4

社)が製造したユニフォームを、ユーザー(官公庁・企業)が従業員に貸与し着用後に回収します。回収されたユ

ニフォームを（株）ニッケ物流が収集し、（有）エス・イー・ピーへ運搬します。（有）エス・イー・ピーは分別・解体等

ののち、反毛フェルト原料として、自動車内装材製造メーカーへ販売します。 

［本件に関する問い合わせ先］ 

ニッケ 衣料繊維事業本部   

〒541-0048 大阪市中央区瓦町 3-3-10 

Ｔｅｌ 06-6205-6666 FAX 06-6205-6669  




